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政府からのお知らせ 

--------------------------------------- 

■「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限

に関する政令」が施行されたことに伴う公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律等の義務の免責について 

 

  本日（４／２６）、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に

関する法律（平成八年法律第八十五号）第四条第三項の規定に基づき、令和六年能登半島

地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令（令和六

年政令第百七十八号）が、公布・ 施行されました。それにより、認定法及び整備法上の

下記の義務について、本地震により履行期限が到来するまでに履行されなかった場合であ

っても、「令和６年７月３１日」までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を

問われないこととなります。 

免責を求める場合は、事前に各行政庁に御連絡ください。 

 

   記 

 

○猶予期間（令和６年７月 31日まで）の対象となる事項 

１．認定法関係 

（１）事業計画書等の作成・備置（21 条１項） 

（２）事業報告等の作成・備置（21 条 2 項） 

（３）事業計画書等の提出（22 条１項） 

（４）事業報告等の提出（22 条１項） 

２．整備法関係 

（１）計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出（127 条 3 項） 

 

詳細については、公益法人 information に掲載する予定です。 

 https://www.koeki-info.go.jp 
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